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昭
和
天
皇
の
崩
御
に
際
会
し
て
行
う
特
別
恩
赦
基
準
に
つ
い
て
請
議
の
と
お
り
。
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令
案
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平成元年2月4日
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法務大臣高辻正

’ 昭和天皇の崩御に際会して行うキ

’ 標記基準案について閣議を求めます。

昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準案について
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二
一

三

1 刑
の
執
行
の
免
除
及
び
特
別
復
権
を
行

（
対
象
）

和判
が
確
定
し
て
い
る
者
に
対
し
て
行

そ
れ
ぞ
れ
た
だ
し
書
を
も

へ

へ

趣昭
和
天
皇

一
ハ こ
の

出
願
又
は
上
申

い
て
は
、

皀
日
）
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
際
会
し
て
行

十
四
年

こ
の 基

準
に
よ
る
特
赦

基
準
に
よ
る
特
赦

の

本
人
の
出
願
を
待

一

崩
御

月
七
日

の

に手
続 際

会
し

へ

、

以
下

ー〆 つ

特
別
減
刑

、

て
定
め
る
場
合
は

、

特
別
減
刑

つ 司

内
閣
は

基
準
日

て
行 尹

勺
一
○

ｰ

つ畠
ノ
ー
」

、
＞

つ

特
別
恩
赦
基
準

、

刑
の
執
行

L一

た
だ
し

、

も
の
と
し

と
と
す
る

こ
の
基
準
に
よ
り
特
赦

と
い
う
○

刑
の
執
行
の
免
除
又
は
特
別
復
権
に

、

、

そ
の
定
め
に
よ
る
も
の
と
す
る

第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

の、

○

免
除
又
は
特
別
復
権
は

ー

本
人
は

の
前
日
ま
で
に
有
罪
の
裁

、

平
成
元
年
二
月

、

特
別
減
刑、

■、

昭○

二 つ
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特
赦
は

特
赦
の
基
準

定
め
る
と

権
に
よ
る
上
申
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
の
上
申
期
限
は

、
一

は
特
別
復
権
に

含
む
。
以
下
同
じ
・
）
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
に
対
し
て
出
願

を
し
、
刑
務
所
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
は
、
同
年
八
月
二
十
三

日
ま
で
に
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
対
し
て
上
申
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

十
四
日
か
ら
同
年
五
月

一

目U 月 前
項
た
だ
し
書
に
係
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
日
ま
で
に
出
願
を
し
、
同
年
十

号
の
定
め
は

一
一
一
一

、

十
四
日
ま
で
に
上
申
を
す
る

一
一

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
刑
に
処
せ
ら
れ
た
次
に
掲
げ
る
者

こ

ー

ろ
に
よ
る

つ

、

い
て
、
こ
の○

一
一

刑
務
所
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
の
職

基
準
に
よ
る
特
赦

十

三

日
ま
で
に
刑
務
所

こ

’
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

、

’
特
別
減
刑

Iへ

少
年
刑
務
所
及
び
拘
置
所
を

４
４
Ｋ
？

、

刑
の
執
行
の
免
除
又

’

I○

の
差
っ

ｄ
ｌ
■
１
■
Ｉ ！

、

住
日
■
日
日
Ⅱ
‐
‘
刊
『
岨
’
０
個
咽
‐
Ⅱ
！

ご’

ち 同
号
に

、

犯

ニーニーーー

ロ
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四

情
、
本
人
の
性
格
、
行
状
、
犯
罪
後
の
状
況
、
社
会
の
感
情
等
に
か
ん
が
み
、
特
に
一

赦
免
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
第
７
一

号
及
び
第
８
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
日
ま
で
に
略
式
命
令
の
送
達
、
即
決
一

裁
判
の
宣
告
又
は
有
罪
、
無
罪
若
し
く
は
免
訴
の
判
決
の
宣
告
を
受
け
、
平
成
元
年

に
対
し
て
も

五
月

1２
大
赦
令
第
一
条
に
掲
げ
る
罪
と
他
の
罪
と
の
併
合
罪
に
つ
き
併
合
し
て
一
個
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
他
の
罪
が
同
条
に
掲
げ
る
罪
に
付
随
し
て
犯
さ
れ
、
そ

特
赦
は

、

で
あ
る
場

の
罪
質
が
軽
微
で
あ
る
も
の

大
赦
令

同
令
第

一
一

十
、

三

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
刑
に
処
せ
ら
れ
た
次
に
掲
げ
る
者

、

合 二 日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
者

へ

に
限
る

特
に
こ
の
基
準
に
よ
る
特
赦
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
｜
｜

平
成
元
年
政
令
第
号
）
第
一
条
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
者
で
一
一

条
に
よ
り
赦
免
を
得
な
い
も
の
。
た
だ
し

0

’
I

４
１

’ 、

他
の
罪
の
罪
質
が
軽
微

1

の
う

ち

、

犯
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一

5 4 367

る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
社

執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者

猶
予
の
期
間
の
二
分
の

せ
ら
れ
た

日
か
ら
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
五
年
以
上
を
経
過
し
た
者
の
う
ち

日
ま
で
に
刑
期

過
失
犯
を
除
く

こ

｝
」

禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ

基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
、
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ

有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

有
期
刑
に
処
せ
ら
れ

と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

こ

と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

Ｏ
）
Ⅵ

の

二

分
、

同
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て
短
期

の

一

一

以
上
を
経
過
し
た
者
の
う
ち

そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

以
上
そ
の
執
行
を
受
け
た
も
の

へ

、

刑
法 そ

の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た

へ

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号

、 、

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

、

そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

一

年
以
上
の
刑
を
定
め

I 、 、

基
準
日
の
前

そ
の
刑
に
処

ー

０
■
Ｈ
１
も
Ｈ
１
Ｉ
Ｉ の

罪

へ

一一

1
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五
１

会
の
た
め
に
貢
献
す
る
と

現
に
公
共
的
社
会
生
活
上

（
特
別
減
刑
の
基
準

8

等
に
か
ん
が
み
、
特
に
減
刑
す
る

げ
る
者

ら
れ
た

達 そ
の
執
行
を
終
わ
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
得
た
者
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
処
せ

る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く

て
行

P

罰
金
に
処
せ
ら
れ

特
別
減
刑
は

、

即
決
裁
判

声
（
ノ
○

この
う と

が
現
に
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な

た
だ
し

’
1

ち
、 、

の
一
旦
生
ロ

…、

犯
情
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
懲
役
又
は
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
た
次
に
褐

、

田
に
掲
げ
る
者
に

、

そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
者
又
は
基
準
日
の
前
日
ま
で
に

又
は
有
罪

本
人
の
性
格

この
1

障 ろ
が
あ
り

I
聿
口

ｊ
〃
夕
ｊ
ｌ
４
，
４
口
０
Ｊ
ｊ
叩
Ｉ
、
〃
Ｈ
１

、

と
な

こ

無
罪
若
し
く
は
免
訴
の
判
決

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い

I 、 、
つつ

1

行
状

か
つ
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

て
い
る
者

い
て
は
、
同
日
ま
で
に
略
式
命
令
の
送

、
つ

３
１
１
』犯

罪
後
の
状
況

て
い
る
者

タ

』ｈ
】
笑
ｌ
卜
閲
恥
一
門

４
１Ｏ

）
も
り
ヰ
ロ
子
１
Ｊ

’
、

の
一
旦
生
口

卓
く社

会
の
感
情

の
湯
っ

Ｔ
Ｊ
ｌ

チ
ちこを

受
け

苗

｜ 《
仁

メ

』

、

と
が 社

■

p



|－
一一一

分
の
一
以
上
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
）

、
平
成
元
年
五
月
二
十
三
日
ま
で
に
そ
の
裁
判
に
係
る
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
裁
判

が
確
定
し
た
者
に
対
し
て
も
、
特
に
こ
の
基
準
に
よ
る
減
刑
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
◎

㈲
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ

て
い
な
い
者
又
は
執
行
の
免
除
を
得
て
い
な
い
者
（
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く

。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の

⑪
法
定
刑
の
短
期
が
一
年
以
上
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
場
合
は
、
基
準
日
の

前
日
ま
で
に
刑
期
の
二
分
の
一
以
上
そ
の
執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に

処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
短
期
の
二
分
の
一
以
上
そ
の
執
行
を
受
け
た

(2)

者
一

そ
の
他
の
場
合
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
刑
期
の
三
分
の
一
以
上
そ
の

執
行
を
受
け
た
者
（
不
定
期
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
短
期
の
三

’

｜

’

’
|

■
。
↑
４

Ｆ

Ⅱ

ｐ

ｐ
ｆ
ｌ
０１

１

÷

■



’

一

次
に
掲
げ
る
も
の

⑪
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ

口
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ

れ
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
猶
予
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
を
経
過
し
た

者
日
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
の
う
ち
、
刑
の
執
行
を
終
わ
っ
て
い
な

い
者
又
は
執
行
の
免
除
を
得
て
い
な
い
者
（
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く
。
）
で

分
の
一
以
上
そ
の

以
上
そ
の

四

(2)

執
行
を
受
け
た
者

有
期
刑
に
処
せ
ら
れ

け
た
者

の
執
行
を
受
け
た
者

無
期
刑
に
処
せ
ら
れ

執
行
を
受
け
た
者

へ

不
定
期
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に

、

、、

そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
刑
期

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
十
年
以
上
そ
の
執
行
を
受

I

’

ー

、

基
準
日
の
前
日
ま
で
に
そ

つ

い
て
は
、
短
期
の
三

１
１
１
１

の

三

分
の
一
以
上
そ

－ I 一一・－一
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2

の
猶
予
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
を
経
過
し
た
者
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
こ
と
が
現
に
公
共
的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

固
有
期
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
法
の
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）
、
同
法
以
外

の
法
律
に
お
い
て
短
期
一
年
以
上
の
刑
を
定
め
る
罪
又
は
薬
物
に
係
る
罪
に
よ

口
有
期
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
つ
い
て
は
、
次
の
例
に
よ
り
刑
期
を
変
更
す
る
。

⑩
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
刑
期
の
三
分

㈲

禁
銅
と
す
る

減
刑
は

が り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ
て
い
な
い
も
の

又
は
執
行
の
免
除
を
得
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

無
期
懲
役
は

Ｊ
一

現

に

、
一

ピ 公
共
的
社
会
生
活
上

畳 次
の
例
に
よ
る
。

と ○

壁
、

十
五
年

ダ、

箆
副
で
、
そ
の
刑
を
減
ず
る

’ の

有
期
懲
役
と
し

の

障
奎
口

’ ’と
な

1 つ

、

て
い
る
も
の

’
無
期
禁
銅
は

0

:II

閲1

、

脳

十
五
年
の
有
期

W1

1..|

－一一垂
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’
国
不
定
期
刑
に
つ
い
て
は
、
短
期
及
び
長
期
に
つ
い
て
○
の
側
の
例
に
よ
る
・

卿
懲
役
又
は
禁
鎚
に
つ
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
執
行
猶
予
の
期
間
は
、
そ
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
範
囲
で
短
縮
す
る
。

（
刑
の
執
行
の
免
除
の
基
準
）

六
刑
の
執
行
の
免
除
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
懲
役
又
は
禁
鎚
に
処
せ
ら
れ
た
次

に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
犯
情
、
本
人
の
性
格
、
行
状
、
犯
罪
後
の
状
況
、
社
会
の
感

情
等
に
か
ん
が
み
、
特
に
刑
の
執
行
の
免
除
を
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

１
病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
基
準
日
ま
で
に
長
期
に
わ
た
り
そ
の
刑
の
執
行
を

の
一
を
超
え
な
い
範
闘
で
、
そ
の
刑
を
減
ず
る
。

(2) (1)

で
、
そ
の
刑
を
減
ず
る
。

そ
の
他
の
者
の
場
‐
合
に
あ
っ
て
は
、
刑
期
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲

基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

I

h

’

刑
期
の
三
分

､
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日
１
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節
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１
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回
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ｌ
ｌ
ｌ

ｉ
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ｌ
‐
Ｉ

ｌ
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七
特
別
復
権
は
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
個
若
し
く
は
二
個
以
上
の
裁
判
に
よ

哨
諏
９
０
．
蛇
叩
仙
叩
漉
哩
凹
”
１
．
“
■
■
マ
ー
・
・
一

．砂

ｒ

‘

石

Ｉ

『
‐
Ｆ
、
“
毎
Ｆ
、

側
Ⅱ
！
‐
ひ
旧
哩
Ｗ
，
１
．
４
ト

も
、
、
計
酬
俄
肌
吐
叩
呼
別
画
ｒ
急
。
丑

・
ぷ
『
▽
可
？
！
咀
白
’
《
し
好
１
㎡
．
ｒ
‐

『
甲
■
陳
Ｍ
ｗ
鵬
１
吋
ケ
功
●
■
一
回
皿
叶
叩
咀
伺
唱

Ｍ

画

■

面

国

司

”

岡

間

朋

汕

状
、
犯
罪
後
の
状
況
、
社
会
の
感
情
等

わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た
次
に
掲
げ
る
者

及
び
禁
鍾
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
禁
鎧
以
上

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

１
禁
鎧
以
上
の
刑
に
つ
き
そ
の
全
部
の
執
行

＄

ＩｈＩ”

９
ト
ト
ト
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ｌ
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ｌ
ｊ
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ｌ
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ｌ
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０
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０
０
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ｌ
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ｌ
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ｆ
ｌ
‐
Ⅱ
９
０
１
１

り
禁
鎧
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
又
は
一
個
若
し

２
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者
で
、
仮
出
獄
を
許
さ
れ
て
か
ら
基
準
日
の

（
特
別
復
権
の
基
準
）

停
止
さ
れ
て
い
る
者
で
、
な
お
長
期
に
わ
た
り
そ
の
執
行
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
認
一
一

一
一
コ
画
恥
》

１

前
日
ま
で
に
二
十
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の

め
ら
れ
る
も
の

日
か
ら
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
三
年
以
上
を
経
過
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
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⑪
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岡
同
旧
凹
旧
出
目
昏
出
山
畑
■
■
忍
耐
Ⅷ
趣
面
週
日
Ⅲ
Ⅱ
軋
日
薗
晋
’
五
冊
伺
側
腱
脈
即
咽
別
Ⅲ
Ｊ
Ｒ
Ｍ
周
■
腕
Ⅱ
加
冊
冊
側
肥
川
Ⅶ
河
目
Ⅱ
Ⅱ
倒
喝
彊
肌
贋
Ⅱ
Ⅱ
斑
刷
咄
叩
１
冊
Ｗ
蝿
珊
船
川
・
川
叩
Ｉ
即
１
１
竺
ｊ
ｈ
訓
別
ｆ
Ⅲ
川
弘
、
Ⅱ
甜
Ⅱ
Ⅱ
４
弔
側
肌
９
ｔ
Ⅱ
Ｂ
ｒ
１
仰
川
●
，
分
砠
期
日

“、

’

に

か

ん

I

1
1

I
１
６

口
そ
び
ｒ
‘
財
△
且
■
■
加
哩
日
口
▽ に

全
割
ぬ
轡

吻
蓉
鰍
摺

ｍ
Ｐ
ｌ
Ｈ
Ⅱ
印
ｋ
１
ｆ
叩
Ⅲ
Ⅱ
叩
Ｆ
Ｉ
Ｈ
Ⅱ
叩
‘
０
心
１
ｕ
Ｗ
Ｎ
勺
ｑ
ｌ

》
り
雪
衾

‐↑りり

１１

１
１
４
０
１
９
１

‐
ト
ト
ト
‐
１
１
１
９
Ｐ
？
？
■
９
０
１
‐
１
１
４

１

１

卜

も

一

I

ｰ＝~マーザー鷺－1弓乃塞戸壼了、 －…一一一一J－ －…＝一一座､α"や



画一

日
か
ら
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
三
年
以
上
を
経
過
し
、

現
に
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

２
社
会
の
た
め
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か
つ
、

轌
元
こ
八
員
圧
へ
満
》
坐
土
生
寅
仁
』
｜
手
口
Ｌ
』
、
↑
垂
早
巨
。
‐
二
襲
う
戸
『
、
。
、
Ｊ
善
ゴ

現

に

公

丑
〈

的
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
者

九 八

成
元
年

1常
時
恩
赦
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る

除
又
は
特
別
復
権
を
行
う
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

３
基
準
日
に
お
い
て
七
十
歳
以
上
の
者

（
そ
の
他
）

へ

実
施

こ
の

こ
の
基
準
に
当
た
ら
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
特
赦

禁
鎧
以
上
の
刑

基
準
に
よ
る
特
赦

一
一 の

月 時
期一

一

十
四
日
か
ら
行

ー

に
つ

、

き
そ
の
全
部
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た

特
別
減
刑

１
１
１

＞

つ

も
の
と
す
る

、

刑
の
執
行
の
免
除
及
び
特
別
復
権
は

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

’
○

○

、

特
別
減
刑

刑
に
処
せ
ら
れ
た

刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
一

’
1

Ⅱ

、

刑
の
執
行
の
免

つ

い
て
は
、

こ
、

や
、
凸

１
と
，
刀平



ﾛ

◎
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
八
日
法
律
第
二
十
号
）

’

'1

9

日
肘
咄
１
４

４
－
日



第
二
条
大
赦
は
、
政
令
で
罪
の
種
類
を
定
め
て
こ
れ
を
行
う
。

第
一
条
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と

第
三
条
大
赦
は
、
前
条
の
政
令
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
大
赦
の
あ
っ
た
罪
に
つ
い

第
六
条
減
刑
姓
、
刑
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
対
し
て
政
令
で
罪
若
し
く
は
刑
の
種
類
を
定
め
て
こ
れ

第
五
条
特
赦
は
、
有
罪
の
言
渡
の
効
力
を
失
わ
せ
る
．

第
四
条
特
赦
は
、
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。

。
恩
激
柱
（
呪
荊
二
十
二
年
三
月
二
十
八
Ｅ
柱
待
隻
二
ｌ
Ｔ
ｐ
弓
）

を
行
い
、
又
抵
刑
の
言
渡
を
受
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。

て
、
左
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

二 一
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
渡
は
、
効
力
を
失
う
、

ま
だ
有
罪
の
言
渡
を
受
け
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
公
訴
権
は
、
消
滅
す
る
。

1
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謝
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蕊
驚
蕊
謀
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蕊
諺
蕊
轆
蕊
蕊
欝

第
十
条
復
権
は
、
資
格
を
回
復
す
る
。

〃
第
七
条
政
令
に
よ
る
減
刑
は
、
そ
の
政
令
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
刑
を
減
軽
す
る
。

第
九
条
復
権
は
、
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又

第
八
条
刑
の
執
行
の
免
除
は
、
刑
の
言
渡
を
受
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
刑

③
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
受
け
て
ま
だ
猶
予
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
前
項
の
規

②
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
は
、
刑
を
減
軽
し
、
又
は
刑
の
執
行
を
減
軽
す
る
。

②
裳
潅
嘩
、
侍
宝
刀
資
洛
に
つ
い
て
三
紅
を
行
う
二
と
夢
で
き
る
。

間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
を
減
軽
す
る
減
刑
の
み
を
行
う
も
の
と
し
、
又
、
こ
れ
と
と
も
に
猶
予
の
期

行
わ
な
い
。

を
行
う
。
但
し
、
刑
の
執
行
を
終
ら
な
い
者
又
は
執
行
の
免
除
を
得
な
い
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を

は
停
止
さ
れ
た
者
に
対
し
て
政
令
で
要
件
を
定
め
て
こ
れ
を
行
い
、
又
は
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ

い
◎

の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
受
け
て
ま
だ
猶
予
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
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唾
蠅
孵
押
蝉
減
撰
鎚
》
一

第
十
五
条
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
四
条
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
が
あ
っ
た
と
き
は
、
検
察
官
は
、
判

第
十
二
一
条
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
特
定
の
者
に
対
す
る
復
権
が

第
十
二
条
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
特
定
の
者
に
対
す
る
復
権
は
、

第
十
一
条
有
罪
の
言
渡
に
基
く
既
成
の
効
果
は
、
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復

②
復
権
瞳
、
特
定
の
資
柊
に
つ
い
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

舞
摺
篝
…
鶴
穰
畷
零
霊
蕊
蕊
嘩
鐸
舜
蕊
識
》

仁
勾
‐
，
才
乱
チ
ム
ｑ
１
Ｌ
ｖ

決
の
原
本
に
そ
の
旨
を
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
を
い
。

あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
は
、
特
赦
状
、
減
刑
状
、
刑
の
執
行
の
免
除
状
又
は
復
権
状
を
本
人
に

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
申
出
が
あ
っ
た
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

下
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

潅
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

》
淫
澤
武
（
癌念



②
前
項
各
号
に
掲
げ
る
監
獄
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
は
、
本
人
か
ら
特
赦
、
減
刑

第
一
条
の
二
左
に
掲
げ
る
者
は
、
職
権
で
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る

第
一
条
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
中
央
更
生
保
護
審
査

◎
恩
赦
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
一
日
司
法
省
令
第
七
十
八
号
）

第
二
条
持
政
、
域
制
又
は
刑
刀
軌
行
か
免
溌
刀
上
調
書
ご
ま
、
乞
乃
彗
賓
雪
秀
付
髭
」
賃
ナ
《
し
笛
鷹
フ

を
行
う
も
の
と
す
る
。

会
の
申
出
は
、
監
獄
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
の
上
申
が
あ
っ
た
者
に
対
し
て
こ
れ

減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
上
申
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
が
あ
っ
た
と
き
は
、
意
見
を
附
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
そ
の

三
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官

二
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
護
観
察
を
つ
か
さ
ど
る
保
護
観
察
所
の

一
在
監
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
監
獄
の
長

長
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霧
蕊
驚
識
蕊
鶏
蕊
驚
鱗
蕊
懲
鍵
蕊
謹
蕊
讓
＃
臘
臘
棚
醗
剛
灘
蝿
臘
鰯
雲
鰯
蝋
鵬
側
韓
州
崎
蝋
蝿
》
蝿
獺
燗
嫡
鰯
荊
輔
臘
噌
驫
篭
鑿
霧
製
蕊
豊
蕊
諺
馨
灘
蕊
蕊
篭
駕
篭
蕊
驚
愛
鴬
幾
類
驚
驚
蕊
蕊
蕊
一
雲
霧
農
縄
…
§
、

■
●
Ｆ
●
色
■
■
■
■
■
心
■

③
判
決
原
本
の
滅
失
又
は
破
損
に
よ
っ
て
判
決
の

②
本
人
の
出
願
に
よ
り
上
申
を
す
る
場
合
に
は
、

第
二
条

な
い
。

き
ば
、
検
察
官
が
自
己
の
調
査
に
基
き
作
成
し
た
書
面
で
判
決
の
主
文
、

又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
が
あ
っ
た
と
き
は
、

こ
れ
に
対
す
る
法
令
の
適
用
並
び
に
判
決
原
本
が
滅
失
し
又
は
破
損
し
た
こ
と
及
び
そ
の
理
由
を
示

な
ら
な
い
。

三
犯
罪
の
情
状
、
本
人
の
性
行
、
受
刑
中
の
行
状
、

二
刑
期
計
算
書

一
判
決
の
謄
本
又
は
抄
本

に
関
す
る
調
査
書
類

特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
上
申
書
に
は
、
左
の
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら

Ｉ
…
…
…
。
ｉ
１
．
．
１
３
，
。
。
…
。
。
…
。
。
・
・
・
。
！
！
、
。
…
，
．
。
．
・
・
・
。
。
。
。
●
。
・
・
・
。
●
則
ぴ
。
、
。
‐
：
。
・
、
。
。
．
。
今
。
。
，
。
、
。
、
、
〃
、
、
◇
．
．
・
・
…
。
●
令
．
。
．
；
ｏ
●
。
。
・
ず
。
、
。
Ｇ
・
卓
ｂ
，
。
．
。
Ｉ
。
。
。
、
、
，
，
ワ
堀
０
１
亀
一
路
凸
蛍
守
聖
、
弘
ク
。

謄
本
又
は
抄
本
を
添
附
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

書
面
で
判
決
の
主
文
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
及
び

前
項
の
書
類
の
外
そ
の
願
書
を
添
附
し
な
け
れ
ば

意
見
を
附
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
そ
の

将
来
の
生
計
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

尻



露
騨
露
鰯
鱈
鱈
溺
鶏
蕊
鍵
議
鍵
蕊
鍵
鍾
鍵
蕊
蕊
塞
涛
霧
蕊
篝
嬢
議
蕊
鍾
諺
蕊
議
篭
鍵
讓
蕊
誰
溌
蕊
議
溌
繁
繁
罵
篭
蕊
蕊
溌
霧
篭
熟
議
熱
韓
蕊
蕊
駕
謝
謝
認
濡
削
對
剥
謝
謝
洲
割
調
製
罰
罰
熱
蕊
凝
議
蕊
蕊
難
離
農
零
鴬
蕊
翻
鯛
調
冒
矧
凱
篭
蕊
謹
駕
篭
一
蘂
患
蕊
一
驚
農
斜
§
爵
”
隷
剴
§
遥
鳶
鴬
燕

ミ
刑
の
免
除
の
言
渡
の
あ
っ
た
後
又
は
刑
の
執
行
を
終
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
の
あ
っ
た
後
に

第
四
条
復
権
の
上
申
書
に
は
、
左
の
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
前
項
各
号
に
掲
げ
る
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
は
、
本
人
か
ら
復
権
の
出
願
が
あ
っ
た
と
き

第
三
条
左
に
掲
げ
る
者
は
、
職
種
で
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
復
権
の
上
申
を
す
る
こ
と
が
で
き

は
、

す
も
の
を
以
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
｡

二
刑
の
執
行
を
終
り
又
は
執
行
の
免
除
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
》
最
後
に
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察

一
判
決
の
謄
本
又
は
抄
本

一
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
そ
の
保
護
観
察
を
つ
か
さ
ど
つ

官 た
保
護
観
察
所
の
長

お
け
る
本
人
刀
行
状
、
現
在
及
び
将
来
の
生
計
そ
り
他
参
考
と
塗
る
く
き
菖
頁
こ
園
ｒ
，
ｐ
割
駐
昼
旨

意
見
を
附
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
そ
の
上
申
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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篝
雲
霧
薑
鑿
薑
薑
謹
…
爵
§
蝋
鰯
灘
灘
躍
蝿
讓
灘
籠
蝿
薙
一
鶴
鶴
遁
躍
瀧
煽
罎
鱸
罐
薩
傘
織
嘘
鍵
舞
い
心
《
鵬
勤
排
続
伽
《
餅
淵
伽
雄
訓
伽
偽
肥

０
６

お
け
る
本
人
の
行
状
、
現
在
及
び
将
来
の
生
計
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
調
査
書

i 第
六
条
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
は
、

③
第
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
の
書
類
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
五
条
恩
赦
法
第
十
条
第
二
項
に
よ
る
復
権
の
上
申
書
に
は
、
回
復
す
べ
き
責
蕃
ひ
缶

回
復
す
べ
き
資
格
の
種

②
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

り
、
期
間
の
短
縮
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
罰
金
に
つ
い
て
は
、
一
年

な
け
れ
ば
§
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
は
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
部
便
惹
石
を
終
り
又
健
執
行
の
免
除
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

一
拘
留
又
は
科
料
に
つ
い
て
は
、
六
箇
月

類

’
刑
の
言
渡
後
左
の
期
間
を
経
過
し
た
後
で

央
更
生
保
護
審
査
会
は
、
本
人
の
願
に
よ

類
を
明
記
し

？



⑤
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
但
書
の
願
が
あ
っ
た
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

④
第
一
項
但
書
の
願
を
す
る
に
は
、
願
書
を
そ
の
願
に
係
る
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
に

③
前
項
の
規
定
は
、
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

②
拘
禁
さ
れ
な
い
日
数
は
、
刑
の
執
行
を
終
り
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
後
の
日
数
及
び
仮1

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

算
入
し
な
い
。

出
獄
中
又
は
刑
の
執
行
停
止
中
の
日
数
を
除
く
の
外
、
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
期
間
に
こ
れ
を

四
無
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
つ
い
て
は
、
十
年

つ
い
て
上
申
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
監
獄
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
に
差
し
出
さ
な

三
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
期
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
。
（
短
期
と

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

間
。
）
但
し
、
そ
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
一
年
と
す
る
．

長
期
と
を
定
め
て
言
い
渡
し
た
刑
に
つ
い
て
は

、
そ
の
刑
の
短
期
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期

今
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箪
鷺
：
…
；
§
叢
遭
籍
§
鶴
濯
趨
蝋
蕊
鳴
鳶
蠅
噌
灘
欝
灘
縛
噌
瑠
鰯
灘
鰯
哨
鰯
臘
崎
鎧
逼
燭
織
鶴
蕊
侭
鰄
罐
踊
蕊
箪
刈
恥
悪
銭

⑤
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
但
書
の
願
が
あ
っ
た
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
九
条
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
願
書
に
は
、
左
の
事
項
を
記
載
し
、

第
八
条
監
獄
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
が
本
人
の
出
願
に
よ
り
し
た
特
赦
、

刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
上
申
が
理
由
の
な
い
と
き
は
、
そ
の
出
願
の
日
か
ら
一
年
圭
何
赦
、

四
刑
執
行
の
状
況

三
罪
名
、
犯
数
、
刑
名
及
び
刑
期
又
は
金
額

二
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
及
び
年
月
日

籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
登
記
簿
抄
本
）
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
後
で
な
け
れ
ば
、
更
に
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
出
願
者
の
氏
名
、
出
生
年
月
日
、
職
業
、
本
籍
及
び
住
居

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

今

（
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
名
称
ゞ

減
刑
、

一
年
を
経
過
し

且
つ
戸

悪
篭
嘗
創
詞
灘Q



誉
Ｉ
篭
鵠
蝿
籠
篭
蕊
増
…
…
、

第
十
条
中
央
更
生
保
護
審
査
会
は
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
上
申
が
理
由
の

②
前
項
の
規
定
は
、
第
六
条
第
一
項
但
書
の
許
可
を
受
け
る
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

②
恩
赦
状
の
送
付
を
受
け
た
検
察
官
は
、
自
ら
上
申
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を

第
十
一
条
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
特
定
の
者
に
対
す
る
復
権
が

②
前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
出
願
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
上
申
を
し
た
者
は
、
仮
出
獄
中
の
者
に
恩
赦
状
を
交
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
監
獄
の
長
に
通

状
と
い
う
。
）
を
送
付
さ
せ
る
。

対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
特
赦
状
、
減
刑
状
、
刑
の
執
行
の
免
除
状
又
は
復
権
状
（
以
下
恩
赦

あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
は
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
を
し
て
、
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に

な
い
と
き
は
、
上
申
を
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
安
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
出
願
の
理
由

本
人
に
交
付
し
、
そ
い
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
上
申
を
し
た
者
に
送
付
し
、
上

五
上
申
を
求
め
る
恩
赦
の
種
類

ｰ〆

騒
蕊
蕊
識
發
》
罵
荊
遇
劉
蕊
騨
繋
壗
溌
豊
津
輝
齢
罵
毒
難
篭
麓
曜
罷
壌
躍
認
蕊
心
簿
轌
霜
灘
嘩

li》



溌
灘
謹
讃
灘
驚
關
鬮
灘
蝋
驚
灘
灘
測
灘
瀕
驚
欝
潔
駕
驚
驚
馴
瀧
漁
驚
蝋
蕊
蕊
篇
潮
蕊
劉
譲
蕊
驚
慰
蕊
爵
欝
鴬
驚
謝
謝
爵
熱
翻
鬮
駕
篭
駕
篭
蕊
蕊
葡
罰
蕊
蕊
欝
灘
驚
感
駕
慕
蕊
驚
鬮
爵
剥
溺
鴬
雰
墜
慕
驚
薊
到
蕊
蕊
驚
騨
篭
蕊
篭
獄
謝
凄
暮
）

申
を
し
た
者
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
本
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
検
察
官
は
、
恩
赦
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
原
本
に
附
記
を
し
た
場
合
に
お
い

第
十
爵
一
条
恩
赦
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
原
本
に
附
記
を
な
す
べ
き
検
察
官
は
、
有
罪
の

第
十
二
条
恩
赦
状
を
本
人
に
交
付
し
た
者
は
、
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

④
第
二
項
に
規
定
す
る
恩
赦
状
の
交
付
及
び
前
項
の
通
知
は
、
こ
れ
を
本
人
の
住
居
の
あ
る
地
を
管

③
上
申
を
し
た
者
は
、
仮
出
獄
中
の
者
に
恩
赦
状
を
交
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
監
獄
の
長
に
通

本
人
に
交
付
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
上
申
を
し
た
者
に
送
付
し
、
上

言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
と
す
る
。

な
ら
な
い
。

て
、
訴
訟
記
録
が
他
の
検
察
庁
に
在
る
と
き
は
、
そ
の
検
察
庁
の
検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け

察
官
又
は
本
人
の
在
監
す
る
監
獄
の
長
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
、
本
人
の
住
居
の
あ
る
地
を
管
轄
す
る
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

踊
器
挙
議
ナ
閣
鋲
鰯
蕊
弱
巽
詫
●
が
繁
篭
羅
験
比
●
闇
災
謡
甲
穂
争
●
か
強
．
●
乳
賢
愚
談
§
篤
農
強
襲
夢
謬
寮
舞
婁
勘
豊
輔
謨
審
ぞ
議
齢
景
興
鳶
鷺
驚
恵
箪
呼
蔀
堂
蟄
詳
篭
窓
や
喜
醗
撃
呼
暮
詳
鷺
罷
『
剥
霞
鑑
弘
芳
奪
嘩
睡
遵
慰
驚
喜
笥
却
湖
劇
譜
一
貫
熱
妻
《
副
詠
發
へ
蔦
雷
識
謹
蚤
醗
輔
蕊
豊
豊
豊
蕗
島
鴬
安
型
軍
辞
導
鴬
這
浮
駕
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溌
溌
驚
麓
鴬
鶯
驚
闇
驚
襲
驚
驚
駕
篭
驚
驚
驚
驚
驚
欝
驚
箪
驚
瞥
驚
箪
蕊
薑
霧
蕊
霧
篝
篭
箪
豊
蕊
篝
蕊
蕊
篝
篝
霧
蕊
謹
蕊
篝
篭
婁
蕊
薑
篭
薑
蕊
婁
鑿
驚
驚
驚
驚
箪
嘉
鴬
鴬
驚
箪
婁
爵
驚
驚
溺
薑
蕊
薑
蕊
篝
慧
蕊
薑
薑
婁
霊
鬘

第
十
五
条
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
で
大
赦
に
よ
り
赦
免
を
得
た
も
の
は
、
有
罪
の
言
渡
を
し
た
裁

②
前
項
の
通
知
書
は
、
こ
れ
を
訴
訟
記
録
に
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令
に
よ
り
復
権
を
得
た
者
も
、
同
様
で
あ
る
。

判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
申
し
出
で
、
そ
の
旨
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
政

れ
ば
な
ら
な
い
．
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